
注意：当該情報は更新時点における情報です。最新情報は排出事業者が自らの責任として確認をしてください。

処理・リサイクル事業の特徴

事業者から

受入物・処理後物（製品）の概要等

処理後残渣の概要等

環境配慮：金属・廃プラスチック類の回収による資源循環の促進。
一言宣言：廃プラスチック及び金属類のリサイクルを中心に事業を展開する株式会社佐々重登米リサイクルセンターは

様式第4号

リサイクル等事業者情報
更新日 令和８年４月１日

会社名 株式会社 佐々重 事業所名称 登米リサイクルセンター

TEL： 0220-29-4260 FAX： 0220-29-4261

所在地 〒 989-4601
宮城県登米市迫町新田字下十五丸19-1 全景・外観

受け入れた廃棄物を分別、破砕、圧縮し、品目ごとに有
価物として売却します。
廃プラスチックは樹脂ごとに手選別を行い、破砕又は圧縮
を行い有価物として売却します。

企業経歴：昭和60年に土木建設業をもって創業し。現在は産業廃棄物の中間処理業、スクラップ業も展開しております。

Webサイト https://www.sasaju-tome.co.jp/
処理等の
連絡先

0220-29-4260

金属くず

主な廃棄物・受入物の名称等

廃プラスチック類

受入条件（大きさ・材質・
汚れ等）

塩ビ管（グレー色）
調査後

処理方法
主な処理後の用途・製品名

（品質管理の基準等）
マテリアル
マテリアル

中間処理
中間処理

今、問題になっている環境問題、ゴミを減らし、可能なものは徹底的にリサイクルへ繋げる活動を行ないます。

得意分野：再生原料化を目的としているため、きれいな廃プラスチックの受入れに力を入れております。

受入状況 主な処理後物･製品保管施設

状態・名称等 処理方法等
リサイクル困難な廃プラスチック類 安定型最終処分
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許可等の内容

環境関係の認証等 電子マニフェスト 情報開示状況
ISO 14001 、 9001 、 50001 電子マニフェスト対応
みちのくEMS 決算書の開示
エコアクション21 さんぱいくん

優良さんぱいナビ

産業廃棄物処分業 ※印は、特記事項あり。詳しくは事業者にお尋ねください。
区   分 処理方式 品目・処理能力等

許可権者 宮城県 中間処分
（破砕、圧縮）

破砕：廃プラスチック類（5.6t/日）
圧縮：廃プラスチック類（3.0t/日）
金属くず 2基（(1)4.0t/日、(2)4.4t/日）

優良認定

許可権者
優良認定 有 ・ 無
許可番号

有 ・ 無
許可番号  00427117934

特別管理産業廃棄物処分業 ※印は、特記事項あり。詳しくは事業者にお尋ねください。
区   分 処理方式 品目・処理能力等

有 ・ 無
許可番号 00417117934

県外 岩手県・山形県

特別管理産業廃棄物収集運搬業 ※印は、特記事項あり。詳しくは事業者にお尋ねください。

産業廃棄物収集運搬業 ※印は、特記事項あり。詳しくは事業者にお尋ねください。
区   分 処理方式 品目・処理能力等

許可権者 宮城県 積替え保管又は保管
行為を含む

燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系
固形不要物・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・家畜ふん
尿・ばいじん・石綿含有廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等・自動車破砕物優良認定

区   分 処理方式 品目・処理能力等
許可権者
優良認定 有 ・ 無
許可番号

許可権者 登米市
中間処理・収集運搬

中間処理：廃プラスチック類、金属くず
収集運搬：一般廃棄物の収集運搬（し尿等、生ごみを除く）許可番号 登米市(登環廃)指令第5号

登米市(登環廃)指令第23号

県外

一般廃棄物処理業 ※印は、特記事項あり。詳しくは事業者にお尋ねください。
区   分 事業の区分 品目・処理能力等

許可番号 第221160000520号

見学の受入

県外

古物商
区   分

許可権者 宮城県


